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社 団法 人 日本 医学放 射線 学会理 事長 殿
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医療法上の手続 と放射性 同位 元素等 による放射線障害の防止 に関す る法律上

の手続 との関係 について

標 記 につ い て 、別 添 の とお り各都 道 府 県知 事 ・政令 市 市長 ・特 別 区 区長 あて通 知 しま し

た の で 、そ の趣 旨を ご了知 い た だ き、傘 下会 員 に対す る周 知 方 よろ し くお願 い い た します。
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医政 発 第 0 6 0 1 0 0 3 号

平成 1 7 年 6 月 1 日

厚 生 労 働 省 医 政 局 長

医療 法 上 の手続 と放 射性 同位 元 素 等 に よる放 射線 障害 の防止 に関す る法律 上

の手続 との関係 につ い て

平 成 1 6 年 6 月 2 日 法 律 第 6 9 号 を もつ て放射 性 同位 元素 等 に よ る放 射 線 障害 の防止 に

関す る法律 の一
部 を改正 す る法 律 が公布 され 、 これ に伴 い放 射性 同位 元 素 等 に よる放射 線

障 害 の 防止 に関す る法律 施 行令 の一 部 を改 正す る政 令 ( 平成 1 7 年 政 令 第 1 7 8 号 ) が 平

成 1 7 年 5 月 2 0 日 に、放 射性 同位 元 素等 に よる放 射 線 障害 の防止 に 関す る法律 施 行 規則

の一 部 を改正 す る省 令 ( 平成 1 7 年 文 部 科 学省 令 第 3 6 号 ) が 平成 1 7 年 6 月 1 日 に公 布

され 、 いず れ も本 国よ り施 行 され た ところで あ る。

標 記 につ い て は、 「医療 法 上 の手続 と放 射性 同位 元 素 等 に よる放 射線 障 害 の防止 に関す

る法 律 上 の手続 との 関係 につ い て」 ( 昭和 3 9 年 5 月 1 5 日 医発 第 6 0 5 号 厚 生省 医務 局

長 通 知 ) 、 「医療 法 上 の手続 と放 射性 同位 元 素等 に よる放 射線 障 害 の防止 に 関す る法 律 上

の手続 との 関係 につ い て 」 ( 昭和 4 5 年 4 月 1 0 日 医発 第 4 0 5 号 厚 生省 医務 局長 通 知 )

及 び 「医療 法 上 の手続 と放 射性 同位 元 素 等 に よる放 射 線 障害 の防 止 に 関す る法律 上 の手続

との 関係 につ い て」 ( 平成 4 年 2 月 1 0 日 総 第 5 号 ・指 第 1 3 号 厚 生省 健 康 政策 局総 務 課

長 ・指 導課 長 連 名 通 知 ) に 基 づ き、改 正 法 に よる改 正 前 の放 射性 同位 元 素 等 に よる放 射線

障 害 の防止 に関す る法律 ( 以下 「旧障 防 法 」 ) 第 4 6 条 の規 定 に よ る協 議 が文 部科 学 大 臣

か ら厚 生 労働 大 臣 に対 しな され た場 合 の手続 等 につ い て規 定 して い た ところで あ るが 、今

般 の改 正 法 の施 行 に伴 い 、 医療 法 上 の手続 と放射 性 同位 元 寿 等 に よ る放 射 線 障 害 の防止 に

関す る法律 上 の手続 との 関係 及 び そ の留 意 点等 は下記 の とお りとす るの で 、御 了知 の上 、

円滑 な事務 処理 を期 され る よ うよろ しくご配 意願 い た い。

連 絡 に関す る事 項 ( 協議 か らの変 更事 項 )

( 1 )  文 部 科 学 大 臣 か ら厚 生 労働 大 臣 に対 して 、改 正法 に よる改 正 後 の放 射性 同位 元

記
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素 等 に よる放 射線 障 害 の 防止 に関す る法 律 ( 以下 「新 障 防 法 」 とい う。 ) 第 4 7

条 の規 定 に よ る連 絡 が な され た場 合、 これ に関 して 、厚 生 労働 省 よ り各都 道 府 県

宛 に連 絡 を行 うもの とす る こ と。

( 2 )  各 都 道 府 県 にお いて は 、厚 生 労働省 よ り連 絡 を受 けた後 、連 絡 され た事 項 に関

して 、 医療 法 ( 昭和 2 3 年 法律 第 2 0 5 号 ) 第 1 5 条 第 3 項 に基 づ く届 出 が適 切

に行 われ 、 同法 第 1 7 条 に規 定す る構 造設備 そ の他 放 射 線 障 害 の 防止 に 関す る医

療 法上 の規 定 が 当該 医療 機 関 にお いて適 切 に遵 守 され て い る こ とを確認 す る と と

もに、適切 な指 導 を行 うこ と。 特 に必要 が あ る と認 め られ る場 合 に は 、そ の必要

に応 じ医療 法 第 2 5 条 の規 定 に よる報 告 の徴 収 、検 査 等 を行 うこ と。

( 3 )  従 前 は、病 院 又 は診 療 所 に対 し障 防法 上 の放 射性 同位 元 素 の使 用 の許 可等 が行

われ る場 合 にお い て は 、 旧障 防 法 第 4 6 条 の規 定 に よ り、文 部 科 学 大 臣 よ り厚 生

労働 大 臣 に対す る協議 が あ らか じめな され て い た と ころで あ るが 、今 回 の改正 に

よ り、新 障 防 法 第 4 7 条 の規 定 に よ り障 防法 上 の使 用 の許 可 等 を行 う旨の連 絡 が

な され る こ と とな つた こ と。 新 障 防法 上 の使 用 の許 可 等 が行 われ た こ とを もつて

医療 法 上 も適 当で あ る こ とが認 め られ た もので は ない こ とに留 意 され た い こ と。

( 4 )  病 院 又 は診 療 所 の管理 者 に対 し、今 回 の改正 内容 につ い て周 知 す る と と もに、

医療 法 第 1 5 条 第 3 項 の届 出及 び 障 防法 第 3 条 第 1 項 本 文 中 の使 用 の許 可 の 申請

等 を行 う際 に は 、従 前 以 上 に、責任 を持 つて いずれ の法令 につ い て も遵 守 に留意

す る必要 が あ る こ とを指 導 方願 い た い こ と。

関係 す る通知 の廃 止

「医療 法 上 の手続 と放射 性 同位 元 索 等 に よる放 射 線 障 害 の 防止 に関す る法律 上 の手

続 との関係 につ い て」 ( 昭和 3 9 年 5 月 1 5 日 医発 第 6 0 5 号 厚 生省 医務 局長 通 知 ) 、

「医療 法 上 の手続 と放 射性 同位 元素 等 に よる放射線 障 害 の防 止 に 関す る法律 上 の手続

との 関係 につ い て」 ( 昭和 4 5 年 4 月 1 0 日 医発 第 4 0 5 号 厚 生省 医務 局長 通 知 ) 及

び 「医療 法 上 の手続 と放射性 同位 元 素 等 に よる放 射 線 障 害 の防 止 に関す る法律 上 の手

続 との関係 につ い て」 ( 平成 4 年 2 月 1 0 日 総 第 5 号 ・指 第 1 3 号 厚 生省 健 康 政 策 局

総 務 課長 ・指 導課長 連名 通 知 ) は 廃 止 す る こ と とす る こ と。
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